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 佐賀県規則第30号 

   狩猟税証紙徴収規則等の一部を改正する規則 

 （狩猟税証紙徴収規則の一部改正） 

第１条 狩猟税証紙徴収規則（昭和29年佐賀県規則第44号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第10号（第12条関係） 様式第10号（第12条関係） 

 略 
 

 略 
 

 備考 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して60日以内に、佐賀県知事に対して

異議申立てをすることができます。 

    また、この決定があったことを知った日から起算して６箇

月以内に佐賀県（代表者は、佐賀県知事になります。）を被告

として取消訴訟を提起することができます。 

 備考 １ この書面による処分について不服があるときは、この

書面を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、佐

賀県知事に対して審査請求をすることができます。 

    ２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表

者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取

消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請

求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分

の取消しの訴えを提起することができます。 

 （事業税減免規則の一部改正） 

第２条 事業税減免規則（昭和30年佐賀県規則第30号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別記様式第２号 別記様式第２号 

  略   略 

 １ この書面による処分に不服があるときは、この書面を受け取

った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査請求

をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく

 １ この書面による処分に不服があるときは、この書面を受け取

った日の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査請

求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なる
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改正前 改正後 

当県税事務所を経由して提出してください。 べく当県税事務所を経由して提出してください。 

 ２ 略  ２ 略 

 （佐賀県税条例施行規則の一部改正） 

第３条 佐賀県税条例施行規則（昭和30年佐賀県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （諸様式）  （諸様式） 

第２条 地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）、

条例及びこの規則（以下「規則」という。）の規定に規定する書

類の様式は、次の表に掲げるところによる。 

第２条 地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）、

条例及びこの規則（以下「規則」という。）の規定に規定する書

類の様式は、次の表に掲げるところによる。 

様式番号 様式名 関係条項 

 略   

様式第88号 徴収猶予 
申 

徴収猶予期間延長 

請書 
 

法第15条第１項、第２項

及び第３項 

様式第89号 徴収猶予 
承 

徴収猶予期間延長 

認通知書 
 

法第15条第４項 

様式第90号 徴収猶予 
否 

徴収猶予期間延長 

認通知書 
 

法第15条第４項 

様式第91号 徴収猶予があった場合

の差押解除申請書 

法第15条の２第２項 

様式第92号 徴収猶予承認取消通知

書 

法第15条の３第３項 

様式番号 様式名 関係条項 

 略   

様式第88号

その１ 

徴収猶予 
申 

徴収猶予期間延長 

請書 
 

法第15条第１項、第２項

及び第４項 

様式第88号

その２ 

徴収猶予 
承 

徴収猶予期間延長 

認通知書 
 

法第15条の２の２第１

項及び条例第14条第２

項 

様式第88号

その３ 

徴収猶予 
否 

徴収猶予期間延長 

認通知書 
 

法第15条の２の２第２

項 

様式第89号 徴収猶予があった場合

の差押解除申請書 

法第15条の２の３第２

項 

様式第90号 徴収猶予承認取消通知

書 

法第15条の３第３項 
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改正前 改正後 

様式第93号 

 

 

 

 

 

換価の猶予 

換価の猶予期間延長 

通知書 

法第15条の５第３項 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

様式第94号 換価の猶予 

換価の猶予期間延長 

の取消通知書 

 

 

法第15条の６第２項 

 略   

様式第111号

その１ 

県税領収印（税務課用） 規則第９条第２項 

様式第91号 換価の猶予 

換価の猶予期間延長 

通知書 

法第15条の５の２第３

項において準用する法

第15条の２の２第１項

及び条例第16条におい

て準用する条例第14条

第２項 

様式第92号 換価の猶予 

換価の猶予期間延長 

申請書 

法第15条の６第１項及

び同条第３項において

準用する法第15条第４

項 

様式第93号

その１ 

換価の猶予 

換価の猶予期間延長 

承認通知書 

法第15条の６の２第３

項において準用する法

第15条の２の２第１項

及び条例第18条第１項

において準用する条例

第14条第２項 

様式第93号

その２ 

換価の猶予 

換価の猶予期間延長 

否認通知書 

法第15条の６の２第３

項において準用する法

第15条の２の２第２項 

様式第94号 換価の猶予取消通知書 法第15条の５の３第２

項又は法第15条の６の

３第２項において準用

する法第15条の３第３

項 

 略   

様式第111号 県税領収印 

 

規則第９条第２項 
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改正前 改正後 

様式第111号

その２ 

県税領収印（県税事務

所用） 

規則第９条第２項 

 

 

 

  

 

 （徴税吏員及び検税吏員の指定等）  （徴税吏員及び検税吏員の指定等） 

第３条 次に掲げる者は、条例第２条第１号の知事の委任を受けた

徴税吏員とする。 

第３条 次に掲げる者は、条例第２条第１号の知事の委任を受けた

徴税吏員とする。 

 (1) 経営支援本部長及び税務課長  (1) 総務部長及び税政課長 

 (2) 経営支援本部税務課に勤務する県職員  (2) 総務部税政課に勤務する県職員 

 (3)～(5) 略  (3)～(5) 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の規定により検税吏員に指定された者のうち、経営支援本

部税務課に勤務する者は国税犯則取締法（明治33年法律第67号）

に規定する国税局の収税官吏の職務を行うものとし、県税事務所

に勤務する者は同法に規定する税務署の収税官吏の職務を行うも

のとする。 

３ 前項の規定により検税吏員に指定された者のうち、総務部税政

課に勤務する者は国税犯則取締法（明治33年法律第67号）に規定

する国税局の収税官吏の職務を行うものとし、県税事務所に勤務

する者は同法に規定する税務署の収税官吏の職務を行うものとす

る。 

４ 略 ４ 略 

 （県税領収書の交付等）  （県税領収書の交付等） 

第９条 略 第９条 略 

２ 出納員は、経営支援本部税務課又は県税事務所において債務者

から納付（納入）書により現金で納付（納入）があった場合は、

納付（納入）書の領収証書に別記領収印を押して前項の領収証書

に代えることができる。 

２ 出納員は、県税事務所において債務者から納付（納入）書によ

り現金で納付（納入）があった場合は、納付（納入）書の領収証

書に別記領収印を押して前項の領収証書に代えることができる。 

様式第２号 様式第２号 

 略 
 

 略 
 

  注 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った

日の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査請求

をすることができます。 
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改正前 改正後 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務

所を経由して提出してください。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消し

の訴えを提起することができます。ただし、審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

様式第３号その３ 様式第３号その３ 

 略 

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日

の翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査請求をす

ることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所

を経由して提出してください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができません。審査請求

の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となりま

す。）を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当

する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がない

とき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

 略 

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日

の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査請求をす

ることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所

を経由して提出してください。 

２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀

県知事となります。）を被告としてこの処分の取消しの訴え

を提起することができます。ただし、審査請求をした場合に

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌

日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 
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改正前 改正後 

様式第３号その５ 様式第３号その５ 

 略 

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日

の翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査請求をす

ることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所

を経由して提出してください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができません。審査請求

の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となりま

す。）を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当

する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がない

とき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損 

  害 

を避けるため緊急の必要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

 略 

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日

の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査請求をす

ることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所

を経由して提出してください。 

２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀

県知事となります。）を被告としてこの処分の取消しの訴え

を提起することができます。ただし、審査請求をした場合に

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌

日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  様式第11号その１、様式第11号その２、様式第11号その４から様式第11号その６まで、様式第13号その１から様式第14号その３まで、様

式第15号及び様式第28号中「60日」を「３月」に改める。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第30号 様式第30号 

  略   略 

 備考 １ この更正（決定）に不服があるときは、この通知書を  備考 １ この更正（決定）に不服があるときは、この通知書を
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改正前 改正後 

受け取った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対

して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

    ２ この更正（決定）の取消しの訴えは、１の審査請求に

対する裁決を経た後でなければ提起することができませ

ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)か

ら(3)までのいずれかに該当する場合には、異議申立てに

対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

    ２ この更正（決定）の取消しの訴えは、１の審査請求に

対する裁決を経た後でなければ提起することができませ

ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)か

ら(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対

する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

     (1)～(3) 略      (1)～(3) 略 

様式第35号 様式第35号 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

  注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書

面を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に

対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務

所を経由して提出してください。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消し

の訴えを提起することができます。ただし、審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知
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改正前 改正後 

った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

様式第39号 様式第39号 

  略   略 

 備考 １ この更正（決定）に不服があるときは、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対

して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

 備考 １ この更正（決定）に不服があるときは、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

    ２ この更正（決定）の取消しの訴えは、１の審査請求に

対する裁決を経た後でなければ提起することができませ

ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)か

ら(3)までのいずれかに該当する場合には、異議申立てに

対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

    ２ この更正（決定）の取消しの訴えは、１の審査請求に

対する裁決を経た後でなければ提起することができませ

ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)か

ら(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対

する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

     (1)～(3) 略      (1)～(3) 略 

  様式第46号、様式第48号及び様式第49号中「60日」を「３月」に改める。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第50号 様式第50号 

  略   略 

 備考 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査

 備考 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査
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改正前 改正後 

請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

    ２ この処分の取消しの訴えは、１の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができません。審査

請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知

事となります。）を被告としてこの処分の取消しの訴え

を提起することができます。ただし、次の(1)から(3)ま

でのいずれかに該当する場合には、異議申立てに対する

裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 

    ２ この処分の取消しの訴えは、１の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができません。審査

請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知

事となります。）を被告としてこの処分の取消しの訴え

を提起することができます。ただし、次の(1)から(3)ま

でのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁

決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することが

できます。 

     (1)～(3) 略      (1)～(3) 略 

様式第51号 様式第51号 

  略   略 

（裏） （裏） 

  １・２ 略 

３ 処分に不服がある場合 

  この処分に不服があるときは、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して60日以内に、

知事に対して審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく

当県税務所を経由して提出してください。 

 

 

 

 

 

 

  １・２ 略 

３ 処分に不服がある場合 

 (1) この処分に不服があるときは、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して３月以内

に、知事に対して審査請求をすることができ

ます。 

   なお、審査請求書（正副２通）は、なるべ

く当県税務所を経由して提出してください 

 (2) この処分の取消しの訴えは、上記(1)の審

査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することができません。審査請求の裁決を経

た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日か

ら起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  賀県知事となります。）を被告としてこの処

分の取消しの訴えを提起することができま

す。ただし、次のアからウまでのいずれかに

該当する場合には、審査請求に対する裁決を

経ないでこの処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

  ア 審査請求をした日から３箇月を経過して

も裁決がないとき。 

  イ 処分、処分の執行又は手続の続行により

生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

  ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理

由があるとき。 
 

様式第53号の４その２ 様式第53号の４その２ 

 略 
 

 略 
 

 注 この承認書は、免税取扱特別徴収義務者が地方税法第144条の

31第４項又は第５項の規定による軽油引取税の還付又は納入義

務の免除を受けるための申請書に添付してください。 

 注 １ この承認書は、免税取扱特別徴収義務者が地方税法第144

条の31第４項又は第５項の規定による軽油引取税の還付又

は納入義務の免除を受けるための申請書に添付してくださ

い。 

   ２ この書面による処分について不服があるときは、この書

面を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に

対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務

所を経由して提出してください。 

   ３ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消し

の訴えを提起することができます。ただし、審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知
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改正前 改正後 

った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

様式第53号の５ 様式第53号の５ 

  略   略 

 注 略  注 略 

 備考 １ この更正（決定）に不服があるときは、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対

して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

 備考 １ この更正（決定）に不服があるときは、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

    ２ この更正（決定）の取消しの訴えは、１の審査請求に

対する裁決を経た後でなければ提起することができませ

ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)か

ら(3)までのいずれかに該当する場合には、異議申立てに

対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

    ２ この更正（決定）の取消しの訴えは、１の審査請求に

対する裁決を経た後でなければ提起することができませ

ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)か

ら(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対

する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

     (1)～(3) 略      (1)～(3) 略 

  様式第54号その１中「ので、「自動車検査証」とともに保管してください」を削り、「60日」を「３月」に改める。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第54号その３ 様式第54号その３ 

 略 

１～３ 略 

 略 

１～３ 略 
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改正前 改正後 

４ 課税処分に不服がある場合 

 (1) この処分に不服があるときは、この納税通知書の送達を

受けた日の翌日から起算して60日以内に、知事に対して審

査請求をすることができます。 

   なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務

所を経由して提出してください。 

 (2) 略 
 

４ 課税処分に不服がある場合 

 (1) この処分に不服があるときは、この納税通知書の送達を

受けた日の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審

査請求をすることができます。 

   なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務

所を経由して提出してください。 

 (2) 略 
 

  様式第67号中「アール」を「100アール」に、「60日」を「３月」に改める。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第69号 様式第69号 

  略   略 

（裏） （裏） 

 １・２ 略  １・２ 略 

 ３ 課税に不服がある場合  ３ 課税に不服がある場合 

  (1) この課税に不服があるときは、この納税通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査請求

をすることができます。 

    なお、審査請求書（正副２通）はなるべく当県税事務所を

経由して提出してください。 

  (1) この課税に不服があるときは、この納税通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査請求

をすることができます。 

    なお、審査請求書（正副２通）はなるべく当県税事務所を

経由して提出してください。 

  (2) 略   (2) 略 

様式第69号の２ 様式第69号の２ 

  略   略 

（裏） （裏） 

  １・２ 略 

３ 処分に不服がある場合 

  １・２ 略 

３ 処分に不服がある場合 
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改正前 改正後 

   (1) この処分に不服があるときは、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して60日以内

に、知事に対して審査請求をすることができ

ます。 

 (2) 略 
 

   (1) この処分に不服があるときは、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して３月以内

に、知事に対して審査請求をすることができ

ます。 

 (2) 略 
 

  様式第76号中「個人番号又は」及び「（右詰で記載）」を削り、「記名押印をしてください。」の次に「相続人が個人の場合、個人番号

の記載は不要です。」を加える。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第77号 様式第77号 

 略 
 

 略 
 

 備考 １ この書面による処分について不服があるときは、この

書面を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、知

事に対して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

    ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対す

る裁決を経た後でなければ提起することができません。

審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀

県知事となります。）を被告としてこの処分の取消しの

訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)

までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する

裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 

     (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決が

ないとき。 

 備考 １ この書面による処分について不服があるときは、この

書面を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知

事に対して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

    ２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表

者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の

取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処

分の取消しの訴えを提起することができます。 
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改正前 改正後 

     (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著し

い損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

 

  様式第78号から様式第80号まで、様式第82号、様式第83号、様式第85号及び様式第86号中「60日」を「３月」に改める。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第87号 様式第87号 

 略 
 

 略 
 

  注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書

面を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に

対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務

所を経由して提出してください。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する

裁決を経た後でなければ提起することができません。審査

請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日

から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事と

なります。）を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起

することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいず

れかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない

でこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 

    (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がな

いとき。 

    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい

損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると
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改正前 改正後 

き。 
 
  様式第88号から様式第94号までを削り、様式第87号の次に次の10様式を加える。
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様式第88号その１ 

徴収猶予     

徴収猶予期間延長 
申請書 

年  月  日  

 県税事務所長 様 

 

納税者又は特別徴収義務者           

住所（所在地）                

氏名（名称）              ㊞  

個人番号又は

法人番号（右詰

で記載） 

             

 

地方税法第15条第  項の規定により次のとおり 
徴収猶予 

を申請します。 
徴収猶予期間延長 

 

納付（納

入）すべ

き徴収金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処分

費 
備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 
 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

計      

上記のう

ち徴収猶

予（徴収

猶予期間

延長）を

受けよう

とする徴

収金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処分

費 
備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 
 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

計      
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該当

条項 

地方税法第15条

第 項第 号 
該当事実の詳細 

 

一時に納付（納入）することができない

事情の詳細 

 

担保 

提供しようとする担保の種類、数

量、価額及び所在又は提供できな

い特別の事情 

 

徴収猶予     

徴収猶予期間延長 
を受けようとする徴収金の納税計画及び期間 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

徴収猶予（徴収猶予期

間延長）期間 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 
合計 

 

 注 １ 徴収猶予に係る申請の場合は、次の書類を添付してください。 

    (1) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

    (2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

    (3) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及

び支出の見込みを明らかにする書類 

    (4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場合

には、地方税法施行令（昭和25年政令第245号）第６条の10の規定により提出すべき書

類その他担保の提供に関し必要となる書類 

   ２ 徴収猶予期間延長に係る申請の場合は、上記１の(2)から(4)までの書類を添付してく

ださい。 
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様式第88号その２ 

徴収猶予     

徴収猶予期間延長 
承認通知書 

年  月  日  

 納税者又は特別徴収義務者 

  住所（所在地） 

  氏名（名称）          様 

 

県税事務所長           印  

 

さきに、 
徴収猶予 

の申請があったあなたの徴収金については、次のとおり承 
徴収猶予期間延長 

認しますので、納税計画に基づき誠実に納付（納入）してください。 

徴収猶予

（徴収猶

予期間延

長）を承

認する徴

収金及び

期間 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処

分費 
計 備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 円 
 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

計       

期間     年  月  日から    年  月  日まで 

徴収猶予（徴収猶予期間

延長）を必要とする理由 
 

該当

条項 

地方税法第15条

第 項第 号 

提供した担保の

種類、数量、価

額及び所在等 

 

徴収猶予     

徴収猶予期間延長 
を承認する徴収金の納税計画 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

合計  
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 注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から

起算して３月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を経由して提出してくださ

い。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日

から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれ

かに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提

起することができます。 

    (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 

    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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様式第88号その３ 

徴収猶予     

徴収猶予期間延長 
否認通知書 

年  月  日  

 納税者又は特別徴収義務者 

  住所（所在地） 

  氏名（名称）          様 

 

県税事務所長           印  

 

    年  月  日付けで 
徴収猶予 

の申請があったあなたの徴収金に 
徴収猶予期間延長 

ついては、次の理由により承認することができませんので、下記の金額を     年  月 

  日までに納付（納入）してください。 

否認の理由  

徴収猶予

（徴収猶

予期間延

長）をし

ない徴収

金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処

分費 
計 備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 円 
 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

計       

注 延滞金の欄及び滞納処分費の欄に掲げた金額は、この通知書作成の日までの

ものですので、完納の日まで更に法律による金額が加算されます。 

 注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から
起算して３月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を経由して提出してくださ
い。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日
から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの
処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提
起することができます。 

    (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 
    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 
    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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様式第89号 

徴収猶予があった場合の差押解除申請書 

年  月  日  

 県税事務所長 様 

 

納税者又は特別徴収義務者           

住所（所在地）                

氏名（名称）              ㊞  

個人番号又は

法人番号（右詰

で記載） 

             

 

     年  月  日付けで徴収猶予を承認されたので、次のとおり差押えを解除され

るよう申請します。 

差押解除

を受けよ

うとする

差押財産 

名称 数量 差押年月日 備考 

    

    

    

    

徴収猶予

を受けた

徴収金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処分

費 
備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 
 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

計      
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様式第90号 

徴収猶予承認取消通知書 

年  月  日  

 納税者又は特別徴収義務者 

  住所（所在地） 

  氏名（名称）          様 

 

県税事務所長           印  

 

     年  月  日付けで徴収猶予をしたあなたの県税については、下記の理由によ

り当該徴収猶予を取り消しましたので、地方税法第15条の３第３項の規程により通知しま

す。下記の金額については、直ちに納付（納入）してください。 

滞納金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処

分費 
計 備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 円 
 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

計       

注 延滞金の欄及び滞納処分費の欄に掲げた金額は、この通知書作成の日までの

ものですので、完納の日まで更に法律による金額が加算されます。 

取消理由  

 注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から
起算して３月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を経由して提出してくださ
い。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日
から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの
処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提
起することができます。 

    (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 
    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 
    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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様式第91号 

換価の猶予     

換価の猶予期間延長 
通知書 

年  月  日  

 納税者又は特別徴収義務者 

  住所（所在地） 

  氏名（名称）          様 

 

県税事務所長           印  

 

あなたの滞納金については、次のとおり 
換価の猶予 

をしますから、納税計画 
換価の猶予期間延長 

に基づき確実に納付（納入）し、新たに県税を滞納しないようにしてください。 

滞納金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処

分費 
計 備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 円 
 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

計       

注 延滞金の欄及び滞納処分費の欄に掲げた金額は、 
換価の猶予 

期 
換価の猶予期間延長 

  限までのものですので、完納の日まで更に法律による金額が加算されます。 

換価の猶予 

換価の猶予期間延長 
期間 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 

猶予の理由 
（法第15条の５第１項第  号該当） 

 

換価の猶予     

換価の猶予期間延長 
する徴収金の納税計画 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

合計  



24 

 注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から
起算して３月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を経由して提出してくださ
い。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日
から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの
処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提
起することができます。 

    (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 
    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 
    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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様式第92号 

換価の猶予     

換価の猶予期間延長 
申請書 

年  月  日  

 県税事務所長 様 

 

納税者又は特別徴収義務者           

住所（所在地）                

氏名（名称）              ㊞  

個人番号又は

法人番号（右詰

で記載） 

             

 

地方税法第15条の６第１項及び第３項の規定により次のとおり 
換価の猶予 

を 
換価の猶予期間延長 

申請します。 

納付（納

入）すべ

き徴収金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処分

費 
備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 
 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

計      

上記のう

ち換価の

猶予（換

価の猶予

期 間 延

長）を受

けようと

する徴収

金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処分

費 
備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 
 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

計      
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一時に納付（納入）することにより事業

の継続又は生活の維持が困難となる事情

の詳細等 

 

担保 

提供しようとする担保の種類、数

量、価額及び所在又は提供できな

い特別の事情 

 

換価の猶予     

換価の猶予期間延長 
を受けようとする徴収金の納税計画及び期間 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

換価の猶予（換価の猶

予期間延長）期間 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 
合計 

 

 注 １ 地方税法第15条の６第１項の規定に基づく換価の猶予は、当該猶予を受けようとする

徴収金の納期限から６月以内に申請をすることができます。 

   ２ この申請書には、次の書類を添付してください。 

    (1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

    (2) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及

び支出の見込みを明らかにする書類 

    (3) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場合

には、地方税法施行令（昭和25年政令第245号）第６条の10の規定により提出すべき書

類その他担保の提供に関し必要となる書類 
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様式第93号その１ 

換価の猶予     

換価の猶予期間延長 
承認通知書 

年  月  日  

 納税者又は特別徴収義務者 

  住所（所在地） 

  氏名（名称）          様 

 

県税事務所長           印  

 

さきに、 
換価の猶予 

の申請があったあなたの徴収金については、次のとおり 
換価の猶予期間延長 

承認しますので、納税計画に基づき誠実に納付（納入）してください。 

換価の猶

予（換価

の猶予期

間延長）

を承認す

る徴収金

及び期間 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処

分費 
計 備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 円 
 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

計       

期間     年  月  日から    年  月  日まで 

換価の猶予（換価の猶予

期間延長）を必要とする

理由 

 

提供した担保の種類、数

量、価額及び所在等 

 

換価の猶予     

換価の猶予期間延長 
を承認する徴収金の納税計画 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

納付（納入）

年月日 

納付（納入）

額 

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

・ ・  ・ ・  ・ ・  

合計  



28 

 注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から

起算して３月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を経由して提出してくださ

い。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日

から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれ

かに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提

起することができます。 

    (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 

    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

 



29 

様式第93号その２ 

換価の猶予     

換価の猶予期間延長 
否認通知書 

年  月  日  

 納税者又は特別徴収義務者 

  住所（所在地） 

  氏名（名称）          様 

 

県税事務所長           印  

 

    年  月  日付けで 
換価の猶予 

の申請があったあなたの徴収金に 
換価の猶予期間延長 

ついては、次の理由により承認することができませんので、下記の金額を     年  月 

  日までに納付（納入）してください。 

否認の理由  

換価の猶

予（換価

の猶予期

間延長）

をしない

徴収金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処

分費 
計 備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 円 
 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

計       

注 延滞金の欄及び滞納処分費の欄に掲げた金額は、この通知書作成の日までの

ものですので、完納の日まで更に法律による金額が加算されます。 

 注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から
起算して３月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を経由して提出してくださ
い。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日
から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの
処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提
起することができます。 

    (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 
    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 
    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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様式第94号 

換価の猶予取消通知書 

年  月  日  

 納税者又は特別徴収義務者 

  住所（所在地） 

  氏名（名称）          様 

 

県税事務所長           印  

 

 下記の滞納金について、    年  月  日付けで換価の猶予をし、その旨通知しま

したが、下記の理由により当該換価の猶予を取り消しましたので、地方税法第15条の５の３

第２項又は第15条の６の３第２項において準用する同法第15条の３第３項の規定により通知

します。 

 なお、下記滞納金額は、    年  月  日までに必ず納めてください。もし同日ま

でに納められないときは、直ちに、滞納処分を執行します。 

滞納金 

年度 
税目 納期限 税額 加算金 延滞金 

滞納処

分費 
計 備考 

期（月） 

 
  

円 円 円 円 円 
 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

計       

注 延滞金の欄及び滞納処分費の欄に掲げた金額は、この通知書作成の日までの

ものですので、完納の日まで更に法律による金額が加算されます。 

取消理由  

 注 １ この書面による処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から
起算して３月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を経由して提出してくださ
い。 

   ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日
から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告としてこの
処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提
起することができます。 

    (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 
    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 
    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第95号その１ 様式第95号その１ 

 略 
 

 略 
 

 備考 １ この書面による処分について不服があるときは、この

書面を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、知

事に対して審査請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

    ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対す

る裁決を経た後でなければ提起することができません。

審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀

県知事となります。）を被告としてこの処分の取消しの

訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)

までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する

裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 

     (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決が

ないとき。 

     (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著し

い損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

     (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

 

  様式第95号その２から様式第99号その２までの規定中「60日」を「３月」に改める。 

  様式第104号から様式106号までの規定中「60日」を「３月」に改め、「（異議申立て）」を削る。 

  様式第111号その１を削り、様式第111号その２を様式第111号とする。 

 （県税事務所管理規則の一部改正） 

第４条 県税事務所管理規則（昭和40年佐賀県規則第48号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 
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改正前 改正後 

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第３条 略 第３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 佐賀県税事務所の自動車税課の分掌事務は、次のとおりとする。 ３ 佐賀県税事務所の自動車税課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 (1)～(5) 略  (1)～(5) 略 

 (6) 自動車税納税証明書の自動発行機の管理に関すること。  

 （佐賀県産業廃棄物税条例施行規則の一部改正） 

第５条 佐賀県産業廃棄物税条例施行規則（平成17年佐賀県規則第32号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第２号 様式第２号 

略 

 略 

     年  月  日付けで申請のあった課税免除施設の

承認について下記のとおり決定したので、通知します。 

 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の

翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査請求をするこ

とができます。 

 なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を

経由して提出してください。 

 この処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後

でなければ提起することができません。審査請求の裁決を経た

後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以

内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告として

この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、

次の１から３までのいずれかに該当する場合には、審査請求に

対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 

１ 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないと

略 

 略 

     年  月  日付けで申請のあった課税免除施設の

承認について下記のとおり決定したので、通知します。 

 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の

翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査請求をするこ

とができます。 

 なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を

経由して提出してください。 

 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知

事となります。）を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起

することができます。ただし、審査請求をした場合には、当該

審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができ

ます。 
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改正前 改正後 

き。 

２ 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害

を避けるため緊急の必要があるとき。 

３ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 略 

 略 

 注 略 

 

 

 

 

 略 

 略 

 注 略 

様式第４号 様式第４号 

 略 
 

 略 
 

 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の

翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査請求すること

ができます。 

 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の

翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査請求すること

ができます。 

   なお、この審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務

所を経由して提出してください。 

   なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所を

経由して提出してください。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決

を経た後でなければ提起することができません。審査請求の裁

決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知事となります。）を被告

としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます。た

だし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審

査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

  (1) 審査請求をした日から３箇月を経過しても裁決がないと

き。 

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害

を避けるため緊急の必要があるとき。 

  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知

事となります。）を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。ただし、審査請求をした場合には、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

様式第８号 様式第８号 

 略 
 

 略 
 

 注 別添の産業廃棄物税特別徴収義務者証を当該施設の公衆に見  注 １ 別添の産業廃棄物税特別徴収義務者証を当該施設の公衆
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改正前 改正後 

やすい箇所に掲示してください。 に見やすい箇所に掲示してください。 

   ２ この書面による処分について不服があるときは、この書

面を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に

対して審査請求をすることができます。 

     なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務

所を経由して提出してください。 

   ３ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は

佐賀県知事となります。）を被告としてこの処分の取消し

の訴えを提起することができます。ただし、審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

様式第18号 様式第18号 

 略 

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日

の翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査請求をす

ることができます。 

２ 略 
 

 略 

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日

の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査請求をす

ることができます。 

２ 略 
 

様式第19号 様式第19号 

  略   略 

 備考 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して60日以内に、知事に対して審査

請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

 備考 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して３月以内に、知事に対して審査

請求をすることができます。 

      なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事

務所を経由して提出してください。 

    ２ この処分の取消しの訴えは、１の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができません。審査

請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知

    ２ この処分の取消しの訴えは、１の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができません。審査

請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６箇月以内に佐賀県（代表者は佐賀県知
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改正前 改正後 

事となります。）を被告としてこの処分の取消しの訴えを

提起することができます。ただし、次の(1)から(3)まで

のいずれかに該当する場合には、異議申立てに対する裁

決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することが

できます。 

事となります。）を被告としてこの処分の取消しの訴えを

提起することができます。ただし、次の(1)から(3)まで

のいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決

を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 

     (1)～(3) 略      (1)～(3) 略 

様式第20号 様式第20号 

  略   略 

 備考 １ この更正（決定）に不服があるときは、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対

して審査請求をすることができます。 

 備考 １ この更正（決定）に不服があるときは、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

して審査請求をすることができます。 

    ２ 略     ２ 略 

 （佐賀県核燃料税条例施行規則の一部改正） 

第６条 佐賀県核燃料税条例施行規則（平成26年佐賀県規則第54号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第３号その１（第２条関係） 様式第３号その１（第２条関係） 

 略 

１ 略 

２ この更正又は決定について不服があるときは、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対し

て審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所

を経由して提出してください。 

３ 略 
 

 略 

１ 略 

２ この更正又は決定について不服があるときは、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に対し

て審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所

を経由して提出してください。 

３ 略 
 

様式第３号その２（第２条関係） 様式第３号その２（第２条関係） 

 略 

１ 略 

 略 

１ 略 
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改正前 改正後 

２ この更正又は決定について不服があるときは、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対し

て審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所

を経由して提出してください。 

３ 略 
 

２ この更正又は決定について不服があるときは、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、知事に対し

て審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求書（正副２通）は、なるべく当県税事務所

を経由して提出してください。 

３ 略 
 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第３条中第76号様式の改正規定については、平成29年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 行政不服審査法（平成26年法律第68号）附則第３条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てに

ついては、この規則による改正後の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び

佐賀県核燃料税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核

燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。 


